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資料2【公開版】

使⽤前事業者検査の実施⽅針及び
設⼯認申請に係る対応状況（案）

（共通、外部衝撃）

令和３年6⽉15⽇



1. 論点に対する説明状況︓ヒアリング対応を踏まえ追⽽

2. 設⼯認申請に係る対応状況
（全般事項）

3. 技術的内容に係る説明
（耐震︓建物・構築物）
（耐震︓機器・配管系）

4. 技術的内容に係る説明

（外部衝撃による損傷の防⽌）

⽬次
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資料については、ヒアリングの状況等を踏ま
え修正を実施予定。
内容については⼀部チェックができていない
部分があるので⾒直し予定。



２．設⼯認申請に係る対応状況
（全般事項）
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新規制基準を受けた設⼯認申請について、申請書に記載すべき事項、申請対象設備、分割申請の計画な
ど、明確にすべき事項を体系的に整理した。
上記整理にあたっては、法令及び原⼦⼒規制委員会⽂書「⽇本原燃株式会社再処理施設に係る設計及
び⼯事の計画の認可の審査、使⽤前事業者検査の確認等の進め⽅について（令和２年６⽉２４⽇）」、
先⾏している発電炉の申請書を踏まえて実施した。

（基本設計⽅針）
基本設計⽅針は、技術基準適合との関係も踏まえ事業変更許可申請書 本⽂、添付書類の記載事項を
もとに基本設計⽅針として担保すべき事項を記載するとともに、発電炉との⽐較を⾏うことにより記載の適正化
を図る。
発電炉の記載を参考とし、新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよう前後表とし、変更後については、
新規制基準による規則要求の変更有無を踏まえ、事業変更許可申請書の本⽂、添付書類記載事項をもと
に設計の概念、基本的な考え⽅等を記載する。
変更前（既認可の申請書記載）の申請は、変更後の記載をもとに、「既設⼯認で設計⽅針等として⽰して
いたもの」、「明⽰はないが既設⼯認の記載を詳細展開した内容であり、従前から設計上実施していたもの」
等を抽出し記載する。
基本設計⽅針は、申請対象設備との関係を踏まえて申請範囲を分割することから、要求種別（定義、機能
要求、評価要求等）や申請対象設備との関係を踏まえて、分割申請における申請書ごとに申請対象とする
基本設計⽅針の範囲を明確にすることとする。

２．１ 設⼯認申請にあたって整理すべき事項（１/４）
共通事項説明に関する基本ロジック
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（仕様表）
機能、性能として設定すべき値等を記載する。発電炉別表第⼆および⼯認⼿続きガイドを参考とし、類似の機
器を同⼀の形式で取り扱うよう機種設定するなどにより記載の統⼀を図る。
変更前後の記載⽅法は、発電炉での考え⽅と同様とし、「新規制基準による追加要求により仕様に追加、変
更が⽣じるもの」、「更新により仕様が変わるもの」、「新規に設置するもの」を変更後に記載する。なお、「既認
可から仕様が変わらないもの」、「既認可に記載がないが、既設として設置済みであり、従前から施設の⼀部とし
て設計、管理され、記載の適正化として追加するもの」は変更前に記載する。
既設⼯認仕様表記載項⽬で今回の設⼯認で仕様表に記載しない項⽬（既設⼯認仕様表の特記事項等）
については、記載項⽬の重要度、記載内容に応じて基本設計⽅針、添付書類、添付図⾯のいずれかに展開
する。

（添付書類）
事業変更許可に従っていること、技術基準へ適合することを⽰すために基本設計⽅針から詳細設計に展開す
べき事項として必要な評価対象となる施設、評価⽅法（評価条件、判断基準）、評価結果等を⽰す。
基本設計⽅針や仕様表に記載する内容および設備仕様により、要求仕様が満⾜されていることを具体的に評
価・説明する。
記載内容については、事業変更許可申請書の添付書類、安全審査時に作成した整理資料および先⾏する
発電炉の記載を参考とする。

２．１ 設⼯認申請にあたって整理すべき事項（２/４）
共通事項説明に関する基本ロジック
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（補⾜説明資料）
添付書類等に⽰す設計を⾏う根拠や、設計条件として採⽤している数値のエビデンス、⼀般産業品に適⽤す
る規格基準等、設備設計の妥当性を⽰すためのバックデータを⽰す。
特に、事業変更許可で⽰した基本的概念を判断基準に展開した具体的根拠、評価⽅法の妥当性等が、詳
細設計の妥当性を⽰すうえで重要となることから、根拠となる規格・基準、試験データ等をもとに説明する。

申請対象設備として、基本設計⽅針を踏まえて必要な設備を抜けなくに抽出する。この際、特に、系統として
安全機能を達成する設備に対して、技術基準の適合性との関係を踏まえて、機能に必要な機器等を抽出する
。
抽出した申請対象設備と技術基準の適合性として説明すべき事項との組み合わせを考慮し、分割する各申請
書で技術基準適合性の説明可能であることを前提として、複数の申請書に跨って技術基準適合性を説明する
事項、複数の施設に共通的に関係する事項等に係る分割申請における申請の考え⽅を明確にしたうえで、技
術基準適合性等を考慮した分割申請計画を策定する。

２．１ 設⼯認申請にあたって整理すべき事項（３/４）
共通事項説明に関する基本ロジック
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① 技術基準適合、許可整合を踏まえて基本設計⽅針の作成する。
② 基本設計⽅針の作成においては、先⾏炉との⽐較、再処理施設、燃料加⼯施設の特

徴を踏まえて整理する。
③ 基本設計⽅針に基づき、要求種別を整理し、その要求種別に紐づく設備（仕様表対象

設備、基本設計⽅針記載設備）を抽出し、申請対象設備リストにまとめる。基本設計
⽅針から添付書類において記載すべき事項を整理し、先⾏炉との⽐較も踏まえた、記載
とすることにより記載の程度を適正なものにする。

④ 変更前既認記載事項の既⼯認等との紐づけを確認し、記載内容を適正化する。

申請対象設備の明確化
設備を踏まえた分割申請計画

分割申請計画を踏まえた類型化

２．１ 設⼯認申請にあたって整理すべき事項（４/４）
共通事項説明に関する基本ロジック
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参考資料︓共通資料の説明を踏まえた各条⽂への作業展開例
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 申請対象設備の明確化、分割申請計画の考え⽅に対し、法令及び規制委員会⽂書等を踏まえ、設⼯
認申請にあたって整理すべき事項を以下のとおり体系的に整理した。 【基本ロジック提出済︓6/14】

 本⽇の審査会合においては、以下の整理・対応⽅針を踏まえた説明を⾏う。

i. 今回の設⼯認申請は新規制基準を受け、既設⼯認から変更する事項に対して申請を⾏うことから、それ
を前提として申請書本⽂（基本設計⽅針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書、添付図⾯）で
記載すべき事項・記載⽅法、申請対象設備の選定の考え⽅および補⾜説明すべき項⽬等を、発電炉の
申請を参考に明確にする。 （共通０６、共通０７ ）

ii. また、再処理施設等は設⼯認申請を⾏う設備が多数あることから、合理的かつ効率的に設⼯認申請を
⾏う必要がある。そのため、基本設計⽅針の設計要求事項を踏まえて、評価、解析等に対する施設の種
類、構造、評価⼿法等による類型化の考え⽅、及び類型化を踏まえた添付書類の展開⽅法を明確にす
る。 （共通０６）

iii. 今回の設⼯認申請は、分割して申請を⾏うことから、ⅰのアウトプット（設⼯認申請書の各書類の記載事
項）を踏まえて、複数の申請書に跨って技術基準適合性を説明する事項、複数の施設に共通的に関係
する事項等に係る分割申請における申請⽅法を明確にする。 （共通０４）

iv. 今回の設⼯認申請では、申請すべき設備を漏れなく選定し設⼯認申請書に⽰す必要があることから、ⅰ
のアウトプット（申請対象設備の選定の考え⽅）を踏まえて、具体的な申請対象設備の選定を⾏う。必
要に応じて選定の結果を申請対象設備リストに反映するとともに、ⅰ 、ⅲにフィードバックし、分割申請計
画に反映する。 （共通０９）

v. ⅲのアウトプット（複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱い）を踏まえ
て、新規制基準を受けた設⼯認申請の具体的な分割申請計画を⽰す。 （共通０５）

vi. ⅲ、ⅴのアウトプット（設⼯認申請書の各書類の記載事項、複数の申請書に跨って技術基準適合性を
説明する事項等の分割申請⽅法）を踏まえて、第１回設⼯認申請の申請書の構成（基本設計⽅針
の申請範囲、基本設計⽅針と添付書類の紐づけ）および補⾜説明資料として⽰す事項を明確にする。

（共通０８）

設⼯認申請にあたって整理すべき事項（1/2）
共通的な補⾜説明資料において説明する事項
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＜最終アウトプット＞

共通０１︓１項申請と
２項申請の区分

共通０２︓事業変更許可申
請書で新規制基準を受けて追加
等した項⽬の明確化

共通０４︓
設⼯認の申請計画の考え⽅

共通０６︓
本⽂（基本設計⽅針、仕様表等）、

添付書類（計算書、説明書、添付図⾯）で記載
すべき事項

※類型化の考え⽅

共通０７︓
添付書類等を踏まえた補⾜

説明すべき項⽬の整理

共通０８︓
第1回申請の申請書の構成

許可整合、技術
基準規則要求等
により設⼯認で変
更が必要な事項

各個別の技術的事項の説明
⇒詳細次⾴以降参照

共通１１︓
使⽤前事業者検査の実施⽅針

共通０９︓申請対象設備の選定

共通０３︓（技術基準規則）新
規制基準を受けて追加等された要
求事項及び変更等した項⽬の明
確化

事業許可基準規則と技術基準
規則の紐づけ

共通０５︓
⼯事⼯程等を踏まえた分割申請計画

（分割申請数、申請予定時期、分割の理由）

設⼯認申請の
各書類の
記載事項

複数の申請書に跨って
技術基準適合性を展
開する事項の分割申
請における申請⽅法等

許可記載事
項の基本設計
⽅針への展開
⽅針

ⅰ、ⅱ

ⅲ

ⅴ

ⅵ ⅳ

設⼯認で変更が必要な事項の設備単位での展開
※設備選定の考え⽅等は、ガイド等の作成⽅針を
定める書類に反映

必要に応
じて検討
内容に反
映

共通１０︓全般的な品質管理⽅針

（凡例）ⅰ、ⅱ等︓前ページに記載した事項との関係を⽰す

＜最終アウトプット＞

ⅰ

設⼯認申請にあたって整理すべき事項（2/2）
共通的な補⾜説明資料において説明する事項
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添付書類に記載すべき事項（基本設
計⽅針からの添付書類への展開、発電

炉との⽐較を含む）
本⽂【基本設計⽅針（全体、
第1回申請範囲の抽出、発電

炉との⽐較）】
補⾜説明資料の項⽬

別紙１︓基本設計⽅針の許可
整合性、炉との⽐較
別紙２︓基本設計⽅針の申請
書単位での展開表

別紙３︓①基本設計⽅針の記載ごとに
要求種別と添付書類へ展開する事項の
分類を区分け
別紙４︓②基本設計⽅針で対象申請
書での申請の対象となる範囲を抽出
別紙５︓③申請範囲とした基本設計⽅
針の添付書類への展開
別紙６︓「添付書類の発電炉との⽐較」
参考 添付書類 ⽬次

別紙７︓補⾜説明すべき項⽬の
抽出結果

共通０８︓第1回申請の申請書の構成

補⾜説明資料（これまで説明し
ていた事項からの追加事項）

補⾜説明資料︓基本設計⽅針、添付書類に記載すべき事項、
補⾜説明資料として説明すべき事項の整理結果

（条⽂ごとに整理結果を⽰す）

補⾜説明資料（共通０６）の作業で実施する事項

別紙８︓変更前記載事項の既
⼯認等との紐づけ

共通０６︓本⽂（基本設計⽅針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）
添付図⾯で記載すべき事項
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対応する記載がないもの
については、施設固有の
ものなど差の理由を備考
に記載する（備考欄に記
載が難しい場合や対応す
る記載箇所との関係をわ
かりやすくするために吹き
出しで示す場合もある）。

項目単位で発電炉の基本設
計方針との比較を行い、同程
度の記載がある場合は黄色の
ハッチングを行う。対応する記
載がないものについては、施
設固有のものなど差の理由を

備考に記載する。

発電炉との比較の結果、記載を
追加する等の対応が必要と思わ
れる箇所については赤字等で記

載の修正案を示す。

※最終的な修正後の基本設計
方針については共通08の別紙と

して示す。

基本設計⽅針の許可整合及び発電炉との⽐較
基本設計⽅針は、事業変更許可申請書 本⽂および添付書類記載事項を踏まえて設⼯認申請書本⽂の設計⽅針とし
て⽰すべき事項を記載するとともに、発電炉⼯認の基本設計⽅針と⽐較することにより記載の適正化を図る。
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基本設計方針および要求種別 主な設備、仕様表記載項目

基本設計方針の項目ごとに第1回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの対象設備を記載⇒設備と基
本設計方針との関係を踏まえて設備リストの技術基準条文の展開を設定

※ 設置要求：基本設計方針を受けて設置すべき機器等の具体的名称を記載

※ 機能要求➀、機能要求②：基本設計方針を受けて設計を達成する対象となる系統、設備名称を記載

※ 再、Ｍ共通：機能要求②を達成するための仕様表対象機器を共通09に基づく設計図書等の色塗り作
業で抽出

※ 再：機能要求➀、設置要求に該当する機器を既認可の系統図等を色塗り作業で抽出
なお、再処理施設については対象設備が膨大であるため、本表上は系統単位で表記

要求種別
基本設計方針での要求内容、発電
炉での実例を踏まえて設定

⇒機能要求に応じ設備抽出

再処理については系統単位で表記

基本設計⽅針の展開表

申請回次等

基本設計⽅針の項⽬ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展開事項の分類を⾏うとともに、第1回申請の対象、
第２回以降の申請書ごとの対象設備を展開することにより、第1回申請範囲および分割申請全体での基本設計⽅針が抜
けなく申請されることを明確にする。
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基本設計方針の記載をもとに添付書類
として記載すべき事項を示す。

基本設計⽅針の添付書類への展開

展開事項を起点として添付書類との紐付けを行
う

※展開事項：基本方針⇒添付書類：基本方針

基本設計⽅針の記載事項（要求種別等）をもとに添付書類へ展開すべき事項を明確にする。

14



記載の差がプラント固有の事項で生じて
いる場合は、二重下線を引く

記載の差であってプラント固有に該当しな
いものは下線を引く

差に対して記載の変更が必
要と判断した場合はその旨を
記載し、修正案を示す。

差に対して記載修正が必要
なく、新たな論点が生じるも
のではない場合はその旨を
示す。

記載の比較は段落単位等のある程
度まとまった単位で行い、文章の記
載内容の差があっても基本設計方
針からの展開として差が生じている

ものなどは差の対象としない

添付書類の発電所との⽐較

基本設計⽅針から添付書類へ展開すべき事項をもとに作成した添付書類の記載事項を発電炉⼯認の添付書類と⽐
較することにより記載の適正化を図る。
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説明が必要な項目

1

d.　火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能
に影響を及ぼし得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定
し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価
上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能
を有する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機
能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること
若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機
能を損なわない設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要
な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による
損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等
の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故
等に対処するための機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-1-3
火山への配慮に関す
る説明書

【降下火砕物により防護する施設】
・安全上重要な構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等
の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により安全機能を損なわない設計と
する。
【設計対処施設等の選定】
・屋内に設置している降下火砕物防護対象施設は、収納する建屋を設計対処施設とする。
・降下火砕物を含む流路となる降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とする。
・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設
を設計対処施設とする。
・建屋内の降下火砕物防護対象施設への影響を防止するため，気体廃棄物の廃棄設備の給気
設備及び非管理区域換気空調設備を設計対処施設とする。

・上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持する
こと若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ
の安全機能を損なわない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護対象施設及び重大事故等対象設備とす
る。

降下火砕物により防護する施設、設計対象施設等の選定が網羅的
に行われていることの説明
⇒降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
→安全審査時の整理資料のまとめ直し

2
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを
保安規定に定める。

3

(a)　防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と
設定する。

Ⅴ-1-1-1-3
火山への配慮に関す
る説明書

【設計に用いる降下火砕物特性】
降下火砕物の設計条件については，事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿
潤状態)として設定する。

許可と同じの降下火砕物の条件を用いており，補足すべき事項は
ない。

4

(b)　降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，以下の適
切な措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

Ⅴ-1-1-1-1　加工施
設の自然現象等に対
する損傷の防止に関
する説明書

Ⅴ-1-1-1-3
火山への配慮に関す
る説明書

【自然現象に対する具体的な設計上の考慮】
説明内容の包含関係について説明する。

【構造物への粒子の衝突に対する設計方針】
構造物への粒子の衝突を考慮する施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響によ
り，安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，
個々の施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象に
よる荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然
現象が与える影響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建
屋である燃料加工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計
荷重(火山)に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわな
い設計とする。

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を
整備することを保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として
扱う。

基本設計方針 添付書類

Ⅳ-3　火山への配慮
が必要な施設の強度
に関する計算書

【構造強度の設計方針】
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する
設計とする。
【荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・通常時に作用している荷重、降下火砕物の堆積による荷重、積雪荷重、風荷重を考慮し、
これを組みあせた荷重とする。
・構造健全性を維持することを性能目標として、屋根に対して終局耐力に対して妥当な安全

裕度を有する許容限界を設定、耐震壁に対して、 大せん断ひずみ2.0×10-3を許容限界とす
る。
【強度評価方法】
・降下火砕物等堆積による鉛直荷重を短期荷重とする。
⇒上記以外に評価部位の設定等がある

・降下火砕物の堆積による荷重を短期荷重とするために，降下火砕物を適切に除去すること
を保安規定に定める。

安全機能を損なわない設計とすること等に対する詳細設計として
展開した設計方針、許容限界の設定、強度評価方法等に対する許
可整合の説明や設定等の妥当性を説明するために必要な事項
⇒許容限界の設定

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足が必要な事項を展開する。

発電炉の補足説明資料の実績との比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加
すべきものを抽出する（次ページ）

第1回申請対象となる基本設計
方針を記載

添付書類で何を説明すべきか、またその添付書類
の内容をもとに補足すべき事項が何かを示す。

基本設計方針から展開される添
付書類で記載する事項を示す

補⾜説明すべき事項の抽出

添付書類記載事項を踏まえ、詳細設計の根拠等として補⾜説明を必要とする項⽬を抽出する。
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第1回対象
第２Gｒ

(2項変更②)
第２Gｒ

(1項新規①)
第３Gｒ

(2項変更③)
第３Gｒ

(1項新規②)
第４Gｒ

(2項変更④)
第４Gｒ

(1項新規③)
火山への配慮に関する基本方針 １．降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 ２．降下火砕物の影響を考慮する施設の影響評価 1. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定について 〇 － － － － － －

３．建屋に係る影響評価 2. 降下火砕物の凝集による閉塞の影響について（水分による凝縮の影響） － － 〇 － － － 〇
（１）許容限界の設定の考え方 2.1 概要 － － 〇 － － － 〇
（２）防雪フードによる降下火砕物の侵入に対する考慮 2.2 水循環系の閉塞への影響 － － － － － － －
（３）外壁塗装による腐食への考慮 2.3 機械系，電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）への影響 － － 〇 － － － 〇
４．換気空調設備及び非常用所内電源設備に係る影響評価 1. 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響評価について 〇 － － － － － －
（１）フィルタの性能等に関する説明 1.1 概要 〇 － － － － － －
（１）非常用発電機の防食処理に関する説明 1.2 影響因子を考慮した施設分類 〇 － － － － － －
（１）許容限界の設定の考え方 別紙－1　建屋に係る影響評価 〇 － － － － － 〇

参考資料-1：原子力発電所で使用する塗料について 〇 － － － － － －

参考資料-2：降下火砕物の金属腐食研究について 〇 － － － － － －

【第1回申請対象】 別紙－2　残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプに係る影響評価

－ － － － － － －

別紙－3　残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ（下流設備含む）に係る影
響評価

－ － － － － － －

火山への配慮に関する基本方針 １．降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 別紙－4　海水取水設備に係る影響評価 － － － － － － －
降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 ２．降下火砕物の影響を考慮する施設の影響評価 別紙－5　計測御設備（安全保護系）に係る影響評価 － － 〇 － － － 〇

３．建屋に係る影響評価 別紙－6　換気空調設備に係る影響評価 － 〇 － － － 〇

（１）許容限界の設定の考え方
別紙－7　非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）に係る影響評価

－ － 〇 － － － 〇

（２）防雪フードによる降下火砕物の侵入に対する考慮 別紙－8　主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒に係る影響評価 － － － － － － －

（３）外壁塗装による腐食への考慮 別紙－9　中央制御室換気系冷凍機防護対策施設に係る影響評価 － － － － － － －

別紙－10　間接的影響の評価結果 － － 〇 － － － －

1. 概要 － － － － － － －
2. 3Ｄ-ＦＥＭモデルの詳細説明 － － － － － － －
3. 評価部位の網羅性及び代表性について － － － － － － －
3.1 原子炉建屋原子炉棟 － － － － － － －
3.1.2 原子炉建屋付属棟 － － － － － － －
4. 主トラスの許容応力値について － － － － － － －

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

火山への配慮に関する基本方針に係る補足説明 補足-80 　火山への配慮に関する説明書に係る補足説明資料

補足-80-1【火山への配慮に関する基本
方針に係る補足説明】

補足-80-2【降下火砕物の影響を考慮す
る施設の設計方針に係る補足説明】

火山への考慮が必要な施設の強度（燃料加工建屋

火山への考慮が必要な施設の強度（換気空調設
備及び非常用所内電源設備）

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目

火山への考慮が必要な施設の強度（燃料加工建屋

火山への配慮に関する基本方針に係る補足説明

補足-460 　火山への考慮が必要な施設の強度に関する説明書に係る補足説明資料

補足-460-1【原子炉建屋の強度計算に係
る補足説明】

前頁で抽出した結果と右の発電炉
からの展開で抽出された補足説明
資料の項目を合わせて全体の補足

説明資料項目を示す

発電炉の補足説明資料の項目に
対して申請書ごとに対象となる項

目の有無を示す。

右側の申請書毎の展開等を踏まえ
て、第1回申請に必要となる補足説

明の項目を示す。

補⾜説明すべき事項の抽出

添付書類記載事項を踏まえて抽出した補⾜説明の項⽬と発電炉⼯認の補⾜説明資料の項⽬を⽐較し、補⾜説明と
して追加の有無を確認する。追加が必要な補⾜説明資料の項⽬を追加することで全体としての補⾜説明資料の構成を
明確にする。
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① 基本設計方針の項目から機能要求②の要求種別を抜き出し、技術基準規則の条項と紐づけ

② ①で紐づけした系統、設備の設計図書等を対応する技術基準等の要求事項を踏まえて色塗りすることにより、機能、性能を達成す
るために必要な機器等を抽出する

③ 抽出した機器等をリスト化（機器等の名称、配管はFrom-to単位でのリスト⇒仕様表の記載名称と一致

④ ⇒設計図書等の色塗り作業による機器等（特に、物量が膨大な主配管等）の抽出作業は、分割申請計画の申請タイミングを踏まえ
て段階的に実施する。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・機器等の抽出(細分化）

設備選定の作業展開（共通０９）

基本設計⽅針の項⽬ごとの要求種別、対象設備の展開をもとに、系統として機能を達成する設備等の要求機能に対し
て必要となる機器等を設計図書等の⾊塗りを⾏い抽出する。
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分割申請計画、設備選定、類型化︓追⽽
使⽤前事業者検査 ︓追⽽
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20

４．技術的内容に係る説明
（外部衝撃による損傷の防⽌）



４．１ 主な説明項⽬

 外部衝撃による損傷の防⽌に係る主な説明項⽬について以下に⽰す。

主な説明項⽬ 説明内容 説明予定

① ⻯巻 ⾶来物防護ネットの健全
性について

• 防護ネットの構造及び評価の考え⽅を整
理し、⾶来物に対する防護設計の妥当性
を説明。

• 防護板の必要板厚を設定するBRL式の直
径Dの設定は、質量の⼤きさに係らず適⽤
できること。

本⽇説明
（4／27審査会
合コメント）

② 空気密度による強度評価
への影響について

• 設計⻯巻荷重の設定において考慮する空
気密度については、低温による密度増加の
影響は⼩さく、現状の考慮している空気密
度で問題ないことを確認した。

3/15説明済

③ ⻯巻・⽕⼭ 許容限界の考え⽅につい
て

• 許容限界の設定について機能維持の観点
からⅢASを採⽤することとした。

3/15説明済

④ 外部⽕災 航空機墜落⽕災に対する
影響評価について

• 航空機墜落⽕災に対する設計の基本的
な考え⽅

• ⽕災防護設計の考え⽅

本⽇説明

21



防護板の必要板厚を設定するBRL式の直径Dの設定の妥当性
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４．２ 防護板の必要板厚を設定するBRL式の直径Dの
設定の妥当性（1/2）

■BRL式の等価直径Dの考え⽅
 防護板は、設計⾶来物の貫通を防⽌するため、貫通限界厚さを上回る板厚を確保する設計としている。
 貫通限界厚さの算出には、先⾏電⼒でも採⽤実績があるBRL式を⽤いる。
 最新知⾒（電中研報告O19003（2019年11⽉））で以下のことが確認されている。

• 衝突部⾯積の相違が鋼板の貫通／⾮貫通に与える影響は⼩さい。
• ⾶来物の速度（30〜70m/s）、質量（６〜11.5kg）の範囲でBRL式は保守的な評価を与

える。
• 周⻑が等価な円の直径を⼊⼒したBRL式の評価結果は、多⾓形⾶来物に対しても鋼板の対貫

通性能を保守的に評価できる。
 防護板の設計では最新知⾒の考え⽅を適⽤し、BRL式に⼊⼒する⾶来物衝突部の等価直径を設計

⾶来物の断⾯の周⻑と等価となる直径としている。

T
0.5mv

1.4396 10 · K · D

＜BRL式＞

T︓ 貫通限界厚さ（m）
D︓ ⾶来物が衝突する衝突断⾯の等価直径（m）
K︓ 鋼板の材質に関する係数
m︓ ⾶来物の質量（kg）
v︓ ⾶来物の速度（m/s）

等価直径の考え⽅

採⽤ケース
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４．２ 防護板の必要板厚を設定するBRL式の直径Dの
設定の妥当性（2/2）

 最新知⾒の等価直径の考え⽅は、以下のことから適⽤可能である。
• 最新知⾒（電中研報告O19003 ）では、⾶来物の質量を変化させた場合でも、試験結果に有

意な差はなく、周⻑が等価な円の直径をBRL式に⼊⼒した場合でも貫通限界厚さを評価できること
を確認している。

• 設計⾶来物と同等の⼨法及び運動エネルギを有する⾶来物の衝突試験の実施結果（電中研報
告N15004（2015年10⽉））やタービンミサイルの評価に使⽤されてきた実績があることから、
BRL式は⾶来物の質量の⼤きさに係わらず適⽤できることを確認している。

 最新知⾒は多数の実験データから確認しており、最新知⾒を否定するような実験データが確認されていな
いことから、⼗分な信頼性があるといえる。⼀⽅で、四⾓形衝突部の貫通限界厚さ近辺の実験データが⼗
分とはいえないことから、実験的に⾮貫通が確認された板厚との⽐率を考慮する。（BRL式による貫通限
界厚さの算出結果7.9mmに対し、設計上設定する貫通限界厚さを8.2mmとする。）

■最新知⾒を設計⾶来物に適⽤することの考察

採⽤する試験結果

図 貫通試験の結果 （電中研報告O19003 ）
（BRL式による貫通限界厚さと実測板厚の⽐率に対する結果の違い）

設計⾶来物

200mm
300mm

4200mm

t4.26mm

重量︓135kg

実験で⽤いた⾶来物
（電中研報告O19003 ）



前回会合の振り返りを追加予定

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（1/10）
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■⾶来物防護ネットの構造概要について

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（2/10）

 ⾶来物から防護対象施設を防護する⽅法として、防護ネットと防護板の２通りを採⽤してい
る。
・防護ネットは、鋼製枠付きの防護ネット（外張り）と、鋼製枠を無くし架構に直接設置した
防護ネット（外張り、内張り）の３種類。（①〜③）
・防護板は、⾶来物の侵⼊を防⽌するための防護板と防護ネットの間の隙間を埋める補助防
護板の２種類がある。防護板は形状・取付⽅法により12式に分類している。（④〜⑮）

北⾯
東⾯

南⾯
⻄⾯

天⾯

︓①外張りネット（鋼製枠なし）
︓②内張りネット（鋼製枠なし）
︓③外張りネット（鋼製枠あり）（⾞両⽤扉ネット）
︓④〜⑮防護板（次⾴⼀覧表に詳細を⽰す）

凡例 ②の内張ネットの設置個所には
ブレスが設置されるが、図中では省略
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■⾶来物防護ネットの構成要素

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（3/10）

番号 名称 数量 評価⽅法

① 外張りネット（鋼製枠なし） 115枚 ネット評価（吸収エネルギ、たわみ、破断）︓電⼒中央研究所⼿法により評価
強度評価︓荷重伝達経路より評価部位を選定

② 内張りネット（鋼製枠なし） 45枚 ネット評価（吸収エネルギ、たわみ、破断）︓電⼒中央研究所⼿法により評価
強度評価︓荷重伝達経路より評価部位を選定

③ 外張りネット（鋼製枠あり）
（⾞両⽤扉ネット） １枚 ネット評価（吸収エネルギ、たわみ、破断）︓電⼒中央研究所⼿法により評価

強度評価︓荷重伝達経路より評価部位を選定
1④ 補助防護板

（①⽤，⽚側防護，外取付） 172枚 貫通限界厚さ︓BRL
⽀持部評価︓LS-DYNA

2⑤ 補助防護板
（①⽤，両側防護，外取付） 148枚 貫通限界厚さ︓BRL

⽀持部評価︓LS-DYNA
3⑥ 防護板

（①⽤，内取付） ２枚 貫通限界厚さ︓BRL
⽀持部評価︓LS-DYNA

4⑦ 防護板
（②⽤，防護板補強有り，外取付） 12枚 貫通限界厚さ︓BRL

⽀持部評価︓LS-DYNA
5⑧ 防護板

（②⽤，防護板補強無し，内取付） 12枚 貫通限界厚さ︓BRL
⽀持部評価︓LS-DYNA

6⑨ 補助防護板
（②⽤，梁取付⽤，内取付） 63枚 貫通限界厚さ︓BRL

⽀持部評価︓LS-DYNA
7⑩ 補助防護板

（②⽤，柱取付⽤，内取付） 78枚 貫通限界厚さ︓BRL
⽀持部評価︓LS-DYNA

8⑪ 補助防護板（③⽤，外取付） ２枚 貫通限界厚さ︓BRL
⽀持部評価︓LS-DYNA

9⑫ 防護板（斜め梁部天⾯，外取付） １枚 貫通限界厚さ︓BRL
⽀持部評価︓LS-DYNA

10
⑬ 防護板（張出部天⾯，外取付） ６枚 貫通限界厚さ︓BRL

⽀持部評価︓LS-DYNA
11
⑭ 防護板（張出部北側⾯，外取付） ２枚 貫通限界厚さ︓BRL

⽀持部評価︓LS-DYNA
12
⑮

防護板
（張出部南側⾯，外取付）（⼈員⽤開⼝） ３枚 貫通限界厚さ︓BRL

⽀持部評価︓LS-DYNA



︓鋼製枠⼜はネット取付⾦物」
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■⾶来物防護ネットの構成要素について
 各構成要素の構造（防護ネット）について、前⾴⼀覧表に従い、番号ごと以下に⽰す。

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（4/10）

①外張りネット（鋼製枠なし）

②内張りネット（鋼製枠なし）

③外張りネット（鋼製枠あり）
（⾞両⽤扉ネット）

②

①
③

凡例
︓ネット
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■⾶来物防護ネットの構成要素
 各構成要素の構造（防護板）について、前⾴⼀覧表に従い、番号ごと以下に⽰す。

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（5/10）

⑥防護板（①⽤，内取付）
⑧防護板（②⽤，防護板補強無し，内取付）

⑦防護板
（②⽤，防護板補強有り，外取付）

⑫防護板（斜め梁部天⾯，外取付）

⑬防護板（張出部天⾯，外取付）
⑭防護板（張出部北側⾯，外取付） ⑮防護板（張出部南側⾯，外取付）（⼈員⽤開⼝）

⑫

⑬

⑭

⑮
⑦

⑧

⑥
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■⾶来物防護ネットの構成要素
 各構成要素の構造（補助防護板）について、前⾴⼀覧表に従い、番号ごと以下に⽰す。

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（6/10）

⑤

⑩

⑦
⑨

④補助防護板（①⽤，⽚側防護，外取付）

⑤補助防護板（①⽤，両側防護，外取付） ⑩補助防護板（②⽤，柱取付⽤，内取付）

⑨補助防護板（②⽤，梁取付⽤，内取付）

⑪補助防護板（③⽤，外取付）

④

⑪



部位 外張りネット（鋼製枠なし） 内張りネット（鋼製枠なし） 外張りネット（鋼製枠あり）
（⾞両⽤扉ネット）

防護ネット
ワイヤロープ

①⾶来物がネットを押したときに発⽣する防護ネットの張⼒
②ネットから受けるワイヤロープを引っ張る張⼒
・ワイヤロープ端はシャックル，ターンバックル，ワイヤグリップにてワイヤロープ取付プレートに固定
・ネット隅⾓部にて保持管を隅⾓部固定ボルトで固定

ワイヤロープ取付
プレート

②ネットから受けるワイヤロープを引っ張る張⼒
31

■防護ネットの評価概要

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（7/10）

 防護ネットの強度評価は荷重伝達経路から、強度評価部位を整理し、各部位の許容荷重から代表評
価部位を整理している。

 防護ネットに⾶来物が衝突した際の荷重の伝達を⽰す。



部位 外張りネット（鋼製枠なし） 内張りネット（鋼製枠なし） 外張りネット（鋼製枠あり）
（⾞両⽤扉ネット）

保持管周辺

③ワイヤロープ張⼒により，保持管
がネット中央⽅向に引っ張られる

④保持管に⼒が加わることにより，
隅⾓部固定ボルトにせん断⼒が作
⽤する
⑤ワイヤー張⼒が保持管・隅⾓部固
定ボルトを介して、ネット取付⾦物に
荷重が伝達され、押さえボルトに圧
縮荷重が作⽤する。
⑥モーメントにより取付ボルトに引張
荷重が作⽤する
⑦ワイヤロープ張⼒の防護ネット直
交⽅向成分が⽀持架構に伝達する

③ワイヤロープ張⼒により，保持
管がネット中央⽅向に引っ張られ
る
④保持管に⼒が加わることにより，
隅⾓部固定ボルトにせん断⼒が作
⽤する
⑤ワイヤー張⼒が保持管・隅⾓部
固定ボルトを介して、ネット取付⾦
物に荷重が伝達され、押さえボル
トに圧縮荷重が作⽤する。
⑥モーメントにより取付ボルトに引
張荷重が作⽤する
⑦ワイヤロープ張⼒の防護ネット直
交⽅向成分により取付ボルトに引
張荷重が作⽤する

③ワイヤロープの張⼒により保持管
がネット中央⽅向に引っ張られる

④保持管に⼒が加わることにより,
隅⾓部固定ボルトにせん断⼒が作
⽤する。
⑤隅⾓部固定ボルトから鋼製枠
に荷重が伝達され，鋼製枠取付
ボルトにせん断荷重が作⽤する

⑦ワイヤロープ張⼒の防護ネット直
交⽅向成分が⽀持架構に伝達す
る

32

■防護ネットの評価概要

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（8/10）

ネット

ネット ネット
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■防護ネットの評価
 評価対象部位が⼗分な強度を有することを確認した。

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（9/10）

部位
外張りネット

（鋼製枠なし）
内張りネット

（鋼製枠なし）
外張りネット
（鋼製枠あり）

評価対象 評価対象 評価対象
防護ネット 〇*1 〇*1 〇*1
ワイヤロープ 〇 〇 〇
シャックル 〇 〇 〇

ターンバックル 〇 〇 〇
ワイヤグリップ －*2 －*2 －*2

ワイヤロープ取付プレート 〇 〇 〇
ワイヤロープ取付プレート溶接部 －*3 －*3 〇

保持管 －*4 －*4 －*4
隅⾓部固定ボルト 〇 〇 〇

鋼製枠 該当部位無し 該当部位無し －*5
鋼製枠取付ボルト 〇*5
ネット取付⾦物 －*6 －*6

該当部位無し
取付ボルト 〇 〇

取付⾦物タッププレート溶接部 －*7 －*7
押さえボルト 〇 〇

押さえボルト取付座溶接部 －*8 －*8
⽀持架構 －*9 －*9 －*9

〇︓評価対象 －︓評価対象外
*1︓防護ネットは，吸収エネルギ評価，破断評価，たわみ評価を実施しており，防護ネットのサイズによって許容限界が異なるが，鋼製枠のあり

なし，あるいは外張り/内張りで評価⽅法は同じ
*2︓ワイヤグリップは，ワイヤロープの評価においてワイヤグリップ効率を考慮している
*3︓外張り/内張りネット（鋼製枠なし）のワイヤロープ取付プレート溶接部は，ワイヤロープ取付プレートの評価に包絡される
*4︓保持管は固定されておらず，荷重がすべて隅⾓部固定ボルトに作⽤するため評価対象外
*5︓鋼製枠及び鋼製枠取付ボルトの許容限界は各防護ネットによる
*6︓ネット取付⾦物は，取付ボルト及び押さえボルトにて固定されているため評価対象外
*7︓外張り/内張りネット（鋼製枠なし）の取付⾦物タッププレート溶接部は，取付ボルトの評価に包絡される
*8︓外張り/内張りネット（鋼製枠なし）の押さえボルト固定座溶接部は，押さえボルトの評価に包絡される
*9︓⽀持架構への⾶来物直接衝突評価に包絡されるため評価対象外
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■防護板，補助防護板の評価概要及び評価結果
 評価項⽬として、設計⾶来物が貫通しないことを確認する貫通評価と設計⾶来物の衝突により⽀持架

構から脱落しないことを確認する⽀持部の評価がある。
 貫通評価はBRL式を⽤いて貫通限界厚さを算出した。
 貫通評価の結果、防護板及び補助防護板の板厚が貫通限界厚さ以上あることから設計⾶来物は板を

貫通しない。
 ⽀持部の評価は、⽀持⽅法（１辺及び２辺）に応じてLS-DYNAを⽤いて評価を実施した。
 ⽀持部の評価の結果、防護板を固定するボルトのうち破断しないものが２本以上あることを確認したこと

から、防護板は⽀持架構から脱落しない。

４．３ ⾶来物防護ネットの健全性（10/10）

１辺⽀持防護板 ⾶来物衝突評価位置 ２辺⽀持防護板 ⾶来物衝突評価位置
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外部⽕災（航空機墜落⽕災に対する影響評価について）



■航空機墜落⽕災に対する設計の基本的な考え⽅
①航空機墜落⽕災の設計にあたっては、選定した航空機による⽕災が建屋外壁等の⾄近で発⽣する想定

とする特徴を考慮したものとする。
②外部⽕災防護対象施設を収納する建屋は、外壁の内部温度がコンクリートの許容温度以下となることを

確認する。許容温度を超える場合には、想定される破損及び強度低下による影響を確認し、建屋内の外
部⽕災防護対象施設の安全機能を損なわないこと及び建屋外壁が要求される機能を損なわない設計と
する。

③屋外の外部⽕災防護対象施設（冷却塔、主排気筒、屋外ダクト等）及び波及的影響を及ぼし得る施
設（⾶来物防護ネット等）は、航空機墜落⽕災からの輻射を受け、部材が温度上昇しても、許容温度
以下とする設計とする。
 施設の安全機能を踏まえた設計の結果、許容温度を超える場合には耐⽕被覆⼜は遮熱板を⽤いた防

護設計により許容温度以下とする。
 摺動部や耐⽕被覆が施⼯できない材質を有する部位は、耐⽕被覆の施⼯が困難であることから、輻射

を遮るため、遮熱板を設置する。
 遮熱板及び耐⽕被覆による防護にあたっては、安全上重要な設備の安全機能に影響を与えないような

設計とする。
 ⽀持架構は、地震や衝突による破損・脱落により安全機能に波及影響を与える恐れのない耐⽕被覆を

施⼯することにより許容温度以下とする。
 防護対策は、外部⽕災防護対象施設の設置環境、⽀持架構の耐震性および施⼯性を考慮した設計

とする。

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（１／13）
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＜航空機墜落⽕災の評価対象部位＞
・前回審査会合の航空機墜落⽕災に対する設計の基本的な考え⽅を受け、安全冷却⽔B冷却
塔および⾶来物防護ネットの評価⽅針を以下に⽰す。

対象施設 評価対対象部位 設計方針

冷却塔 冷却⽔温度 冷却⽔の温度上昇が崩壊熱除去に影響を与えない温度
であることを確認する。

冷却機能を維持す
るのに必要な部位

崩壊熱を除去するために必要機器が機能喪失していない
ことを確認するため、温度上昇が設計温度以下であること
を確認する。
ただし、設計温度が低いことから防護対策の施⼯を前提と
する。

⽀持構造物 輻射による温度上昇が⽀持機能に影響を与えない許容温
度（安全上重要な施設︓325℃、波及的影響を及ぼし
うる施設︓450℃）以下であることを確認する。
許容温度を満⾜できない場合は、防護対策を施⼯する。

⾶来物
防護ネット

⽀持構造物

評価対象部位（設計コンセプト）＜航空機墜落⽕災の設定＞
・航空機は最も厳しい評価となるF16とし、施設の⾄近で⽕災が発⽣する想定。
・他事象との重ね合わせは年超過確率を確認したところ、⼗分に低いため考慮しない。

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（２／13）
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＜評価⽅針＞
(1)冷却⽔温度
 冷却⽔の流路が、航空機墜落⽕災の輻射を受け、冷却⽔の温度が上昇しても最⼤

運転温度以下であることを確認する。ただし、崩壊熱除去に影響を与えないことが⽬的
であるため、崩壊熱除去に影響を与えない余裕代の範囲内であることを確認する。

(2)冷却機能の維持に必要な部材
 冷却⽔の機能を維持する部材が輻射による影響を受けた場合でも、許容温度以下で

あることを確認する。遮熱板により防護することとしているため、遮熱板からの２次輻射
の影響を考慮する

(3)⽀持構造物
 ⽀持構造物を構成する鋼材が許容温度内であること確認する。
 評価にあたっては外部⽕災評価ガイドの式を⽤いて、部材の厚さ毎に平板の伝熱計算

を⾏い、設定した⽕炎柱から輻射を受けた場合に許容温度以下となる距離を算出す
る。（以下、離隔距離という）

 離隔距離を満⾜しない場合は、耐⽕被覆による防護対策を施⼯する。

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（３／13）
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(1)冷却機能の維持に必要な部位＜評価結果＞
 輻射熱を受ける配管を抽出した結果、冷却⽔の受⼊れ、熱交換後の供給配管を対象と

して輻射熱による温度上昇を評価した。（図1参照）
 ⽕炎の位置は直線状に配置される配管に対し、受熱影響が最⼤となる位置を設定した。

（図2参照）
 配管を⻑⼿⽅向に５分割し、それぞれの距離からガイド式を⽤いて形態係数を設定した。
 冷却塔本体による遮熱が⾒込まれるが、評価にあたっては考慮しなかった。
 評価した結果、0.5℃の温度上昇であり、崩壊熱量と

して設定した余裕の範囲内に収まることを確認した。

評価対象配管

図-１ 評価対象とした配管

図-2 評価モデル

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（４／13 ）

⽕炎

配管
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(2)冷却機能の維持に必要な部位＜評価結果＞

作成中

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（５／13 ）
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(3)⽀持構造物＜許容温度の設定について＞
 ⽀持構造物を構成する鋼材は、⼀般的に温度上昇に伴い強度が低下する。
 ⾼温時における有効降伏応⼒度は以下の式により近似され、図3の様に表される。1),2)

𝜎 𝑇  
 𝐹         𝑇 325   

 𝐹 ·
700 𝑇

375     325 𝑇 700

1) 2001 年版 耐火性能検証法の解説及び計算例とその解説、国土交通省宅局建築指導課他 2) 建築火災のメカニズムと火災安全設計、日本建築センター

 航空機墜落⽕災と地震等の短期荷重の影響を考慮する必要のある⾃然事象の重畳は考慮す
る必要はないことから、地震を除く短期許容応⼒度相当の2/3の強度を保つことにより、航空機
墜落⽕災時においても外部⽕災防護対象施設の機能維持や波及的影響を考慮すべき施設に
求められる機能を維持することが可能となる。

 2/3F相当の強度となる温度を上式により算出し、得られた450℃を許容温度として設定する。
 ただし、安全上重要な施設は、その施設の重要度を考慮し、設計強度に影響を及ぼさない温度

として325℃を許容温度とした。

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（６／13）

図3 鋼材温度と有効降伏応⼒度の関係



(3)⽀持構造物＜離隔距離の算出＞
 離隔距離の算出にあたっては、任意の距離に応じた

輻射強度を考慮し、材質及び板厚毎に⼀次元⾮定
常熱伝導計算を⾏った。

 ⽤いた計算モデルを図4に⽰す。
 区分区間毎に温度節点を設定し、区分区間は温度

⼀様とし時間変化をステップ計算にて計算した。
 時間変化は差分式（陽解法）にて計算した。
 計算結果を表1に⽰す。

材料 板厚
(ｍｍ)

必要離隔距離(m)
安全上
重要な
施設

（325℃
以下とな
る距離）

波及的影
響を及ぼし

得る
施設

（450℃以
下となる距

離）

炭素鋼

36 1 0
28 2 0
22 3 1
19 5 1
15 7 3
14 7 3
13 8 4
12 9 4
11 9 5
10 － 6
9 11 7
8 12 8
6.5 14 9
6.4 14 9
6 15 10
4.5 18 12
3.91 19 13
3.9 19 13
3.2 20 15
2.3 23 16
2.11 23 17
1.2 25 19

ステンレ
ス鋼

20 4 1
16 6 2
12 8 4
9 11 6

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（７／13）

図4 離隔距離の算定に⽤いた計算モデル

表1 離隔距離の計算結果

42
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(3)⽀持構造物＜耐⽕被覆の設計（耐⽕被覆について）＞
 耐⽕被覆は、鉄⾻部材等を対象とした耐⽕被覆材の⼀つである。耐⽕被覆は、数ｍｍ厚の塗膜が、⽕災

時には20〜30倍に発泡して熱伝導性の低い断熱層を形成し、鉄⾻の温度上昇を緩和する。（発泡挙動
を図5に⽰す。）

 採⽤した２種類の耐⽕被覆は、建築基準法施⾏令第百七条に掲げる耐⽕性能に関する技術基準に適
合することを試験により確認することにより、国⼟交通⼤⾂の認定を受けた塗料であり、⼀般の施設でも使⽤
実績のある製品である。（耐⽕被覆の成分を表2に、発泡前後の状況を図6に⽰す）

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（８／13）

耐火テクト ＳＫタイカコート

発泡剤 ポリりん酸アンモニウム ポリりん酸アンモニウム

樹脂 ポリエーテル系 ウレタン系

炭化剤 多価アルコール系 多価アルコール系

着色顔料 酸化チタン系 酸化チタン系

添加剤 無機－有機高分子 無機－有機高分子

図5 発泡挙動
表2 耐⽕被覆の成分

図6 発泡前後の状況
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(3)⽀持構造物＜耐⽕被覆の設計（塗装厚さ）＞
 耐⽕被覆厚さは、⽕災形態を考慮して⾄近での⽕災に耐えうる厚さを設定することは保守的な設定であ

ること、複雑な設定によるヒューマンエラー防⽌を⽬的として、施設毎に⼀様で設定する。
 耐⽕被覆は熱物性値が得られていないため、厚さの設定にあたっては⼤⾂認定試験＊の結果を⽤いた。

具体的には試験により得られた熱伝導率から、耐⽕被覆1mmを既知の断熱材相当に換算し、航空機
墜落⽕災の輻射熱を受けた場合でも許容温度以下となる断熱材厚さを算出し、被膜厚さを算出した。

 得られた被膜厚さを、航空機墜落⽕災の輻射強度相当の照射試験により、鋼材温度が許容温度以下と
なることを確認した。（次⾴参照）

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（９／13）

＊⼤⾂認定試験と耐⽕試験の関係について
 採⽤する耐⽕被膜は構造として⼤⾂認定を取得した材料で

あるため、その要求時間ごとに必要厚さが定められている。
 建築基準法では、航空機墜落⽕災で耐⽕被覆の対象とし

ている⽀持架構を構成す柱、梁に対して、建物内の⼈間の
避難が完了するまでの間、建物が倒壊しないよう、その階数
により１時間、または２時間の耐⽕性能を要求している。

 航空機墜落⽕災では、燃焼継続時間は30分に満たないこ
とから１時間耐⽕性能に近いものと推測される。

 両者は、合格の判定基準や⽕災の想定が異なるが⽕災に
より構築物が倒壊しないという主⽬的は同じである。

FP 060 CN-0707
構造種別 時間 部位 通算番号

耐⽕構造:FP 60min 柱:CN

図7 認定膜厚表の例



４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（10／13）

(3)⽀持構造物＜耐⽕被覆の設計（塗装厚さ）＞
・耐⽕被覆厚さは計算プロセス、エビデンス及び耐熱試験の結果
⼤⾂認定の被膜厚との⽐較考察を追加予定

追⽽
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(3)⽀持構造物＜耐⽕被覆の設計（塗装範囲） ＞
 耐⽕被覆の施⼯範囲の考え⽅を以下に⽰す。
 ⽕炎を図8に⽰すように、防護対象の⾄近の任意の地

点へ墜落するとして想定する
 部材の厚さ毎に図9に⽰すように、離隔距離を確保で

きない部材は、部材単位で耐⽕被覆を施⼯する。
 離隔距離は⽕炎の上⽅に向けても設定する。
 塗装対象の部材は⽕炎の受熱⽅向に関わらず耐⽕

被覆を施⼯する。

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（11／13）

図8 防護対象に対する⽕災想定位置 図9 塗装範囲の考え⽅
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＜耐⽕被覆の設計結果＞

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（12／13）

適切な絵は選定中
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＜遮熱板の設計＞

４．４ 航空機墜落⽕災に対する影響評価について（13／13）

追⽽


